
号

外

二�
令

和

二

年

五

月
二
十
九
日

目

次

告

示

○
土
地
収
用
法
に
基
づ
く
事
業
の
認
定

(

用

地

課)

一
ペ
ー
ジ

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
。
以
下｢

法｣

と
い
う
。)

第
二
十
条
の
規
定

に
基
づ
き
事
業
の
認
定
を
し
た
の
で
、
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

起
業
者
の
名
称

高
山
市

二

事
業
の
種
類

(

仮
称)

宮
川
人
道
橋
左
岸
側
整
備
事
業

三

起
業
地

１

収
用
の
部
分

高
山
市
本
町
三
丁
目
及
び
四
丁
目
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

四

事
業
の
認
定
を
し
た
理
由

(
仮
称)

宮
川
人
道
橋
左
岸
側
整
備
事
業(

以
下｢

本
件
事
業｣

と
い
う
。)

は
、
次
の
と
お
り
、

法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
た
め
、
事
業
の
認
定
を
し
た
も
の
で
あ

る
。

１

法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
は
、
高
山
市
が
令
和
二
年
度
完
成
予
定
の(

仮
称)

宮
川
人
道
橋(

以
下｢

人
道
橋｣

と
い
う
。)

左
岸
側
に
、
大
正
時
代
以
前
に
建
て
ら
れ
た
町
屋
で
あ
る
旧
大
政
染
物
店
を
活
用
し

( ) 令和２年５月29日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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号

外
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(

火
曜
日

金
曜
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発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
五
月
二
十
九
日



た
に
ぎ
わ
い
創
出
施
設
を
整
備
す
る
こ
と
で
、
国
道
一
五
八
号
以
北
の
宮
川
を
中
心
と
し
た
市
街

地(
以
下｢

下
町
エ
リ
ア｣

と
い
う
。)

が
抱
え
る
課
題
の
解
決
を
図
り
、
観
光
地
と
し
て
の
良

好
な
歩
行
環
境
を
整
備
す
る
た
め
に
計
画
し
た
も
の
で
あ
り
、
法
第
三
条
第
三
十
二
号
に
掲
げ
る

地
方
公
共
団
体
が
設
置
す
る
公
共
の
用
に
供
す
る
施
設
に
関
す
る
事
業
に
該
当
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
一
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

２

法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

本
件
事
業
の
起
業
者
で
あ
る
高
山
市
は
、｢

高
山
市
第
八
次
総
合
計
画(

平
成
二
十
七
年
度
か

ら
令
和
六
年
度
ま
で)｣
に
お
い
て
、
本
件
事
業
を
に
ぎ
わ
い
の
あ
る
商
業
空
間
の
形
成
の
た
め

の
重
点
事
業
と
し
て
位
置
付
け
、
必
要
と
な
る
財
源
に
つ
い
て
は
、
議
会
の
議
決
を
経
て
平
成
三

十
一
年
度
及
び
令
和
二
年
度
の
予
算
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
令
和
三
年
度
の
予
算
確
保
を
確

約
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
件
事
業
を
遂
行
す
る
充
分
な
意
思
と
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
第
二
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

３

法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益

高
山
市
は
、
多
く
の
観
光
資
源
が
あ
り
、
国
内
有
数
の
国
際
観
光
都
市
と
な
っ
て
い
る
。
人

道
橋
の
右
岸
側
に
お
い
て
年
中
無
休
で
行
わ
れ
る
宮
川
朝
市
は
、
古
い
町
並
や
高
山
陣
屋
等
と

と
も
に
高
山
市
を
代
表
す
る
観
光
名
所
と
な
っ
て
お
り
、
宮
川
朝
市
通
り
は
、
下
町
エ
リ
ア
で

に
ぎ
わ
い
の
あ
る
唯
一
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
宮
川
朝
市
通
り
周
辺
に
は
、
公
衆
ト
イ
レ
、
無
料
の
休
憩
施
設
及
び
授
乳

室
が
な
い
た
め
、
周
辺
の
民
家
に
ト
イ
レ
を
借
り
に
行
く
外
国
人
が
見
ら
れ
、
ま
た
、
宮
川
朝

市
通
り
の
道
端
や
民
家
の
敷
地
内
に
座
っ
て
朝
市
で
購
入
し
た
物
を
食
べ
る
観
光
客
の
姿
や
、

小
さ
な
子
供
を
連
れ
て
授
乳
室
を
探
し
て
遠
距
離
を
歩
く
市
民
や
観
光
客
の
姿
が
見
ら
れ
る
状

況
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
川
朝
市
通
り
の
周
辺
に
は
、
桜
山
八
幡
宮
の
ほ
か
、
日
下
部
民

芸
館
、
吉
島
家
住
宅
と
い
っ
た
多
数
の
観
光
名
所
が
存
在
す
る
が
、
宮
川
朝
市
周
辺
を
散
策
す

る
人
が
利
用
で
き
る
観
光
案
内
や
情
報
発
信
の
拠
点
と
な
る
公
共
施
設
が
な
い
た
め
、
下
町
エ

リ
ア
内
の
十
分
な
観
光
情
報
が
得
ら
れ
ず
、
一
部
の
高
齢
者
や
外
国
人
観
光
客
が
目
的
と
す
る

施
設
に
た
ど
り
着
け
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
り
、
下
町
エ
リ
ア
の
観
光
施
設
を
訪
れ
る
観
光
客

は
、
年
々
減
少
し
て
い
る
。

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
、
旧
大
政
染
物
店
の
母
屋
を
活
用
し
て
、
公
衆
ト
イ
レ
、
無
料
の

休
憩
施
設
及
び
授
乳
室
を
有
す
る
施
設
が
整
備
さ
れ
る
こ
と
で
、
周
辺
の
民
家
に
ト
イ
レ
を
借

り
に
行
く
外
国
人
が
減
少
し
、
周
辺
住
民
の
負
担
の
軽
減
が
図
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
道
端
や
民

家
の
敷
地
で
飲
食
す
る
観
光
客
が
減
る
こ
と
で
、
宮
川
朝
市
周
辺
の
環
境
が
改
善
さ
れ
る
と
と

も
に
、
小
さ
な
子
供
を
連
れ
た
市
民
や
観
光
客
が
遠
距
離
に
あ
る
授
乳
室
ま
で
歩
く
必
要
が
な

く
な
り
、
宮
川
朝
市
周
辺
を
散
策
す
る
観
光
客
等
の
利
便
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。
ま
た
、
旧

大
政
染
物
店
の
土
蔵
を
活
用
し
、
観
光
案
内
や
情
報
発
信
の
拠
点
機
能
を
整
備
す
る
こ
と
で
、

目
的
地
に
た
ど
り
着
け
な
い
一
部
の
高
齢
者
や
外
国
人
観
光
客
を
な
く
す
こ
と
が
で
き
、
下
町

エ
リ
ア
に
お
け
る
観
光
客
等
の
回
遊
性
の
向
上
が
図
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
相
当
程
度
存
す
る
と

認
め
ら
れ
る
。

二�
失
わ
れ
る
利
益

本
件
事
業
は
、
環
境
影
響
評
価
法(

平
成
九
年
法
律
第
八
十
一
号)

及
び
岐
阜
県
環
境
影
響

評
価
条
例(

平
成
七
年
岐
阜
県
条
例
第
十
号)

に
定
め
る
対
象
事
業
で
は
な
い
。
ま
た
、
起
業

地
に
は
、
文
化
財
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
四
号)

の
規
定
に
よ
る
周
知
の
埋

蔵
文
化
財
等
は
な
く
、
岐
阜
県
希
少
野
生
生
物
保
護
条
例(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十

二
号)

の
規
定
に
よ
る
指
定
希
少
野
生
生
物
保
護
区
域
外
で
あ
り
、
保
護
の
た
め
に
特
別
の
措

置
を
講
ず
べ
き
指
定
希
少
野
生
生
物
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
失
わ
れ
る
利
益
は
、
軽
微
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
事
業
計
画
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
下
町
エ
リ
ア
に
存
在
す
る
場
所
で
あ
る

こ
と
、
造
成
が
容
易
で
あ
る
こ
と
、
事
業
目
的
を
遂
行
す
る
た
め
に
必
要
な
面
積
の
確
保
が
図

ら
れ
る
こ
と
等
の
条
件
を
考
慮
し
て
選
定
し
た
三
案
を
比
較
検
討
し
、
技
術
的
、
経
済
的
及
び

社
会
的
な
面
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
た
結
果
、
最
も
優
れ
た
案
を
選
定
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
。し

た
が
っ
て
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
は
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

四�
総
合
的
判
断

本
件
事
業
の
施
行
に
よ
り
得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
と
失
わ
れ
る
利
益
を
比
較
衡
量
す
る
と
、

得
ら
れ
る
公
共
の
利
益
は
、
失
わ
れ
る
利
益
に
優
越
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
の
適
正
か
つ
合
理
的
な
利
用
に
寄
与
す
る
も
の
と
認
め

ら
れ
る
た
め
、
法
第
二
十
条
第
三
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

４

法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
へ
の
適
合
性

一�
事
業
を
早
期
に
施
行
す
る
必
要
性

３
一�
で
述
べ
た
よ
う
に
、
宮
川
朝
市
周
辺
は
、
観
光
地
と
し
て
の
利
便
性
に
課
題
が
あ
り
、
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朝
市
を
管
理
す
る
飛
騨
高
山
宮
川
朝
市
協
同
組
合
か
ら
公
衆
ト
イ
レ
設
置
の
要
望
が
な
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
上
町
エ
リ
ア
の
観
光
施
設
と
は
対
照
的
に
、
下
町
エ
リ
ア
の
観
光
施
設
を
訪
れ

る
観
光
客
は
年
々
減
少
し
て
お
り
、
観
光
案
内
や
情
報
発
信
拠
点
の
整
備
は
必
要
不
可
欠
と
な
っ

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
喫
緊
の
課
題
に
つ
い
て
早
急
に
改
善
を
図
る
必
要
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
。

二�
起
業
地
の
範
囲
及
び
収
用
又
は
使
用
の
別
の
合
理
性

本
件
事
業
に
係
る
起
業
地
の
範
囲
は
、
本
件
事
業
の
事
業
計
画
に
必
要
な
範
囲
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
。

ま
た
、
収
用
の
範
囲
は
、
全
て
本
件
事
業
の
用
に
恒
久
的
に
供
さ
れ
る
範
囲
に
と
ど
め
ら
れ

て
お
り
、
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

三�
総
合
的
判
断

し
た
が
っ
て
、
本
件
事
業
は
、
土
地
を
収
用
す
る
公
益
上
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た

め
、
法
第
二
十
条
第
四
号
の
要
件
を
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

５

結
論

以
上
の
と
お
り
、
本
件
事
業
は
、
法
第
二
十
条
各
号
の
要
件
を
全
て
充
足
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。

五

法
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
図
面
の
縦
覧
場
所

高
山
市
役
所
商
工
観
光
部
商
工
課

( ) 令和２年５月29日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３
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